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「６５歳以上運転免許証返納割引」を北九州地区で運用開始 

 

第一交通産業グループでは、平成２６年１０月１５日（水）より北九州市内において、運転免許証を 

自主返納された６５歳以上の方が、タクシー乗車の際に「運転経歴証明書」を提示頂くことで、料金を 

１０％割り引くサービスを開始しますので、お知らせします。 

北九州市における高齢化率は、全国平均を大きく上回るとともに、他の政令指定都市と比べ最も高く、

高齢化が急速に進展し、６５歳以上の高齢者ドライバーや高齢者のかかわる交通事故も増加しております。 

平成２４年４月の「運転経歴証明書」制度の改正以降は、運転免許証の自主返納（申請取消し）者に対

する各種割引制度も拡充しており、当社グループでも、気軽にタクシーを利用しやすくすることで、高齢

者が運転免許証を返納しやすい環境を整備し、交通事故防止に寄与したいと考えております。 

今後も「ユニバーサルサービス」を目指し、お客様の利便性の向上により、より快適で魅力的な「第一

交通産業グループ」として地域に貢献したいと考えております。 

 

「６５歳以上運転免許証返納割引」サービスの概要 

 

開始時期：平成２６年１０月１５日（水） 

 

実施地区：北九州地区の第一交通タクシー ５８０台 

     （隣接する京築地区１３台は既に実施中。旧毎日交通グループ３社８７台は除く。） 

 

サービス内容： 

      ６５歳以上の方で、タクシーご乗車の際に「運転経歴証明書」を乗務員に提示頂いた方は、 

タクシー料金を１０％割り引き致します。 

  

 注１．遠距離割引とクーポン券割引との併用は行います。 

 注２．身障者割引・知的障がい者割引との併用は行いません。 

 注３．免許証自主返納及び運転経歴証明書の発行に関しましては、警察署の交通課又は運転免許 

試験場へお問合せください。 

以 上 

 

問合せ先  交通事業部 営業推進課 

ＴＥＬ  ０９３－５１１－８８３０ 
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